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回地方支配制度の転換←疇輿碑•@
①律令体制が崩壊しできた中で． 90.2年に <1. >天皇が発した
0. )で律令制の再建を目指した。同時に到圧田を命じ‘

でエ地制度を維持ほうとした力さこれが (3. )となリ、戸藉・針帷

(/)作成や班田収接・徴茄も実施できなくな表。
凶とう

＠こうし記状況で IOcに碑と、人胴単位に税を課す人頭税中心叫魏ばら
田地を諫税対急とする（午． ）中心叫剋叫：年た。これまでの口分田
な四海地に、新邸に(!3". } [ ]と＼＼ぅ諌税単位が設定さ、有ヵ駕
民であ~(6. )に、 5疇剖辰納税を請疇ゎせた。

(I) IOc に入忍と、田地は何と呼ば浴徴税単位に編成拓おか？（ ) 
叫）の記屁納税を請け負った有力鴬民のことを？ ( 

®恥耕1国を華疇った 6 は(7. )となリ、 5に自分の名前がつけられた。
そして、ワはこれまでの祖藤調·公缶知績部相当する（8. ）．藷袖に
醇捻(q. )を納入した。まrt 6の中でも大規模な6 は

(10. )とな某。

(t)平嘩以降の税で、租•庸·諏・出挙に由来するものは？ ( (2)平宅祠鞘以降の税で雑偏迪来するもの1本？ ( } 
I 

回地方政治の乱れ
①8c初めに成立した律令体制では、（11. )は地方行政官としての役割を果
たして国藷ゞ !Oc疇名体制への転換にともない、 1 （の最上席者［等］は (r~. ) 
と呼ばれ、一定額の税の納入を条件に一国の統治罹が与えら杖た。和結果、

11 の主たる任裔追を請田記ことにな慕。

|(l)現地に赴任する国司の最ヒ席者のことき？ ( )j 

®l2の為くは、 (13. )で任国内での稲率を決めることができお加、
政府への上納分よリ今＜諌税して私腹在肥ゃす者が為くな某。 (lク ）ら
を駆使しで、 7に対して強力に俣弔もを行うようになった。



⑨一方で (l!l. )以外の国司［芥篠．百］は実務総排除されるようにな
リ、任国に行かず：国司としての収入の社を受け取~(IS. )も盛んにな某。
こうして 12の役割が大きくなり、その径所四る (l6. )が地方支配の中心

になると、これまで税の傑致収ゃ文書の作成‘年の実務を担っていた (17. ) 

たちの力が記、和役所で和 (18. )は消滅してい某：。

(I)国司に任じられでも却也に赴任せず．国司としての収入の荘を得ることを
何という？ ( ) 

®l2の中には、巨禾」を偉尋ょうとする強欲な者も現れ：た。その一人くI9. > 
は、霰年 1ふ． 」で郡司遠恥ら政府に取
られ(.:2r. )国司を厖免された。『22 』には 03. )l＼釦翁

所二土ヲモ｀リカメ」と言哀 12 としてィ詈雇等(/)<泳 ＞の事例が翫る。

®収入討訟疇ようにな来 12の地位は、利薔と認された。この頃ヵら、私応

を出しで朝廷の偉式や寺社の造営なとを請け烏い、代わりに官職沼鯰偽． ) 

や再度25をおこなって同じ＇官職に就＜（26. ）が補行した。

(1)朝廷儀式や寺社の造営を請lナ負う代わりに官職に任し｀でもらう行
為を何といウ？ かぶ｀つ ( ) 
切(I)(/)一種で一定の固物ぜ官に納ぬ任期満了後に同一の国司砒と
の官職に再任苫洛ことを？ ( ) 

⑥官物の税率が定められた l ie後半になると、 12も交替の時以外It任国1ミ

行力‘なくなリ、 12のいない (16. )である (27. )へ、自らの代理人で姦5

（究． ）を派還した。そうした国の (6では、 (10. )の中から放衰しで

大地主にな某（刀 ）なと現地の有力者唸任じられる

（印． ）が、実務を担当し亙

I(1)1|c になると、大名田堵の中には、一定の領域直支配し、未際地を開墾
して大地主にな::,た人は？ ( ) 

l2)(1)(/)偽くは何として国栢芍の実務を行う地方役人に欣辰したか？
() 



回荘園の発達
ゅそでメ

① IOcになると輸租田であQ(31. 滋園は衰えていき、次家に、政府へ
の官物納入を免除される（32. ）の特罹を認め拓扇荘園が増加した。
（お． ）である青族ゃ寺社が：国司をば＜罹勢を肯緊に32の権を
獲得しt~ものだ慕。

|(1)荘園を領有する景族・大寺社な⑳ことさ？ ( >
②33は中央の権力者としての権威で政病に働きかけ、ほ ）や民普唱
ヵも発せ的た (35. )を出田麟麟蒻恥させた。このような荘園
を (36. )といい (12. )が任期中の孔の官物免除を誤叔来
(37 )という荘園もあ某：。

®(匁. )(J)中には 12ヵむ磁致税の圧カヵも逃れる応灼に、所領を含む

広大な工地を貴族ゃ大寺社に (38. )して荘園とし、自らは（刃． ）と
なる者も瑕れた。 38を受けた中央の権力者は33となりその勢力を斉繋にね(/)

権を得さらに国餌が徴税を行う譴めに田地を調査する（約． ）の立ち

入リを拒否する（付． ）の特罹を得ぽ。

®33には最初に38を受けた（位 ）と、重ねておを受けた (113. )が
蒻。基本的には42は丘甑•中租波貴族で知這族ゃ摂胴家が担い、実曽的な

支配罹を持っ方が（#. ）とな慕。こうしてでき譴瞑（佑． ) 

と呼ぶ。佑の代表には、『妬． 』に記されて滋、 (47 )国応蒻

(48. )がある。

(1)荘駈寄進を受けて領主権を得た詈族や寺社なとの荘園領土Iェ何と
呼ばれた力‘? ( ) 

(2)(l)がその領瑣罹をさらに上級の有力者1ざ寄進した場合の、その上級の
領主のことを何という？ ( ) 

®415が管理にあ瓦たのは、おをした29で（究 ）と名乗るようになった。
3qの中でも上絃の 3qを（杓． ）といい、それ以外は（&l. ）や (5( ) 
なと、という。

(1)現地に赴いて下司・公文なとの百眩を官を指揮したのは？ ( ) 



回荘圃公領御lの成立
((1.2. )は（匁． ）の私領を中心に（臼． )[ ］を
新琴（団 ）なと・に再編し、支配下にある刃らを（砕． ）・ほ． )• 

(~6. )姪に任命し、保命なとを請•け負わせた。 ・律令徊l :国一君ー里

(l)荘園が発達するな力‘で、国司の支配下にあ琴地I. 譴：国＜詈
は何と呼ばれたガ？ ( ) 

®荘配叫~Iょ諏蝉位の(s.. )に分割され（6. )なとが蒻翫鰭：
やがて6らは5に対する権利を強めて（釘． ）と呼ば打た。切は、恥ー部を

一般慮殿（哭 ）に貸しで秤作を請け負わせ酌、藷及禦殿（m． )を
使い耗作させながら（幻． ）［米］ •(6( ． ）［特産物］• （幻 ）［労俊］を
29に納めた。 沼官物→幻•6( 臨時雑径→ 62

(1).:t地を所有せず売震の対象となぶ 9た隷届農民を何とい6? ( ) 

®こうして一国内は、＼＼くつもの荘園と 52で橋成‘ 日吾 匡薗晉国
和琴うになった。このような土地制度を 60•6(• 60·61 ↑瞑
(63. )という。 匁（辟臭坊·記） 忍（諒）

醤と言言言：；巴雲阿において｀の•6（紅｀
( ) 公領 寄進胎条荘園

®Ile後半（初． )•(4I. )の特薔糾鯰荘園が増た、政磁兌収が減‘
少していた。こうした事態左問題祖した＜位 ＞は（ ）年、

（お． ）を出し、不正な荘園を停止し、公等に戻させた。

その際 (66. )を設置し、証拠文書ゃ国司の報告を審酋頃。

|(l)(068年に即位した臨原氏在外庶‘と凶冴‘った天皇は？ ( ) 
(2)(l)が公領の翫箋を匡て出したのは何？ ( ) 
(3)(!)力‘：荘園を整理す忍匂嘩1来微簡は？( ) 

®誌、終は＜67. >廷·の学者を登用し、（侶 ）でギ升の大きさを

純一した。的によリ基準にあ来荘園は政府に公誌されたので、荘園と公
領の区別が哨碍証なり、 63が(2cにガけて確立した。
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